
具体的な発明内容についてのご相談はもとより、
日頃の研究成果のどのへんが発明として権利化でき、

外部資金の獲得、学外との共同研究や技術移転ができそうか、など
皆さまの活動のサポートを目的としています

辻田弁理士は、ライフサイエンス分野がご専門ですが、
他の分野でも対応いたします。

知的財産移転部門のスタッフも同席しますので、
発明案件にとどまらず、日頃疑問に感じられていることなど

！お気軽にご相談ください！


